
 
都 市 整 備 部 公 園 農 政 課 公 園 緑 地 係 保存期間 

課  長 課長補佐 係  長 係 ５年 

    

決裁区分 

丁 

起案  令和   年   月   日 許可申請書のとおり許可 

してよろしいか。（伺い） 決議  令和   年   月   日 

使 用 料 減免（一部・全部） 円 

許 可 年 月 日 令和   年   月   日 

許 

可 

の 

条 

件 

１ 使用後は清掃し、原状回復すること。 

２ 器物等を破損した場合は、申請者にて補修すること。 

３ 車両の乗り入れは禁止する。 

４ 事前に行為の実施を周知すること。 

５ 行為の目的で出たゴミは、申請者にて処理すること。 

 

公園内行為許可申請書 

令和  年  月  日 

尾張旭市長 殿 

           申請者 住   所                    

               団 体 名                    

               代表者氏名                     

               連 絡 先                     

 

次のとおり、申請します。 

都 市 公 園 名  

行 為 の 目 的  

行 為 の 日 時 令和  年  月  日（  ）   時  分から  時  分 

行 為 の 内 容  

使 用 料  円 

そ の 他  


